
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

漁

業

災

害

補

償

法

の

規

定

に

よ

る

同

意

の

成

立

水

産

課

○

構

造

計

算

適

合

性

判

定

を

委

任

し

た

指

定

構

造

建

築

指

導

課

計

算

適

合

性

判

定

機

関

か

ら

の

変

更

の

届

出

【

公

告

】

○

土

地

改

良

事

業

の

工

事

完

了

耕

地

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

】

公

安

委

員

会

○

指

定

講

習

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

○

運

転

免

許

取

得

者

等

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

〃

【

】

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

○

第

五

百

四

十

六

回

岡

山

海

区

漁

業

調

整

委

員

会

海

区

漁

業

調

整

委

員

の

開

催

会

岡

山

県

公

報

令和６年５月２１日 第１２６０１号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
の
区
域
に
係
る
区
域
内
特
定
養

殖
業
者
の
同
意
は
、
同
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

（
加
入
区
の
名
称
） 

 
 

 
 

 
 

 

（
区 

 

域
） 

 

 
 

伊
里
か
き
特
定
加
入
区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

伊
里
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
委
任
し
た
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称 

 
 

一
般
財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ
ビ
ン
グ 

二 

変
更
の
内
容 

 
 

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
（
追
加
） 

 
 

大
阪
事
務
所
：
大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
本
町
二
丁
目
六
番
八
号 

三 

変
更
の
年
月
日 

 
 

令
和
六
年
七
月
一
日 
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〔
二
六
二
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。     

 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

事
業
主
体 

 
 

 
 

地 

区 

名       
 

 
 

工 
 

種 
 

 
 

 

完
了
年
月
日 

 

足
守
土
地
改
良
区 

 

馬
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
ん
が
い
排
水 

 
 
  

令
和
六
・ 

三
・
二
七 

 

令和６年５月２１日　岡山県公報　第１２６０１号



〔
二
六
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
福
井
字
中
畑
九
七
番
一
〇 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
総
社
二
丁
目
一
〇
番
七
―
六
号
メ
ゾ
ン
新
生
Ａ
棟
一
〇
一 

萩
原 

康
光 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
一
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
一
三
号 
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
四
号

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
十
一
の
項
中
「
井

澤

保
」
を
「
井

澤

貴

生
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
五
号

令
和
四
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

本
則
の
表
十
二
の
項
中
「
井
澤

保
」
を
「
井
澤

貴
生
」
に
改
め
る
。
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◎
岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
二
号

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
規
程
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
百
四
十
六
回
岡
山
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

令
和
六
年
五
月
二
十
一
日

岡
山
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

井

本

瀧

雄

一

日
時

令
和
六
年
六
月
三
日
（
月
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二

場
所

岡
山
市
北
区
下
石
井
二
丁
目
六
番
四
一
号

ピ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ま
き
び

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
八
六
）
二
三
二

〇
五
一
一

－

三

議
題

第
一
号
議
案

岡
山
県
資
源
管
理
方
針
の
一
部
変
更
及
び
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
設
定
に
つ
い

て
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